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第２章   会 員 お よ び 会 費 

 

 第６条   正会員は、入会時に入会金を納入するものとし、その額については理事

会で定める。 

２  正会員は、年会費を納入するものとし、その額については評議員会が決

定する。ただし、高校卒業後５年間は年会費を免除する。 

３  正会員は、年会費に代えて終身会費を納入できるものとし、その額につ

いては理事会で定める。 

 


